
議 第 ９ ４ 号  

 

公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

（ 新 潟 県 立 こ ど も 自 然 王 国 ）  

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 、 下 記 の と お り 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 を 指 定 す る も の と す る 。  

令 和 ５ 年 （ ２ ０ ２ ３ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

１  指 定 管 理 者 に 管 理 を 行 わ せ よ う と す る 公 の 施 設 の 名 称  

 新 潟 県 立 こ ど も 自 然 王 国  

２  指 定 管 理 者 と な る 団 体 の 名 称  

  株 式 会 社 生 態 計 画 研 究 所  

３  指 定 の 期 間  

令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ １ 年 （ ２ ０ ２ ９ 年 ）

３ 月 ３ １ 日 ま で  


